
大都市税財政制度調査特別委員会の名称及び付議事件の変更について（案） 

 

 

（ 名 称 ）  

大 都 市 制 度 ・ 税 財 政 調 査 特 別 委 員 会  

 

１  設  置  

  本 市 議 会 に 、 大 都 市 制 度 ・ 税 財 政 調 査 特 別 委 員 会 （ 以 下 「 委

員 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

 

 

２  付 議 事 件  

  委 員 会 は 、 人 口 減 少 時 代 を 見 据 え た 多 様 な 大 都 市 制 度 に 関 す

る 事 項 並 び に 大 都 市 の 実 態 に 適 応 す る 税 財 政 制 度 の 確 立 を 目

的 と し た 大 都 市 に お け る 税 財 政 制 度 の 諸 問 題 及 び 国 等 へ の 税

財 政 要 望 行 動 に 関 す る 事 項 に つ い て 調 査 研 究 を 行 う 。  

 

 

３  定  数  

委 員 会 の 委 員 の 定 数 は 、 １ ３ 人 と す る 。  

 

 

４  設置期間等 

  委 員 会 は 、 ２ の 付 議 事 件 の 終 了 ま で 継 続 し 、 議 会 の 閉 会 中 も

審 査 を 行 う こ と が で き る 。  
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